
 

事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 １ 月 ５ 日 

 

各 都道府県・市町村 民生主管部生活保護担当課 御中 

 

厚生労働省社会・援護局保護課 

 

 

令和６年能登半島地震による被災者の生活保護の取扱いについて 

 

 

生活保護行政の推進につきましては、平素から格段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

令和６年能登半島地震による被災者の生活保護の取扱いについては、別添１「東北地方

太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて」（平成 23 年３月 17 日社援保発

0317 第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）及び別添２「東北地方太平洋沖地震に

よる被災者の生活保護の取扱いについて（その２）」（平成 23 年３月 29 日社援保発 0329 第

１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に準じて取り扱うこととしましたので、管内

実施機関に周知徹底いただくとともに、被災者の事情を考慮し、適切な保護の実施に当た

るよう、特段の御配慮をお願いいたします。 

なお、別添２のうち、「２ 一時的に保護費の支給が困難な場合の取扱いについて」は別

途、改めてお示しする予定ですので、申し添えます。 
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